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令 和 ２ 年 第 ４ 回 東 大 和 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  

 

１．日   時 令和２年４月24日（金曜日）午後２時00分～午後２時50分 

２．場   所 東大和市役所会議棟第６・第７会議室 

３．出 席 委 員 １番  真 如 昌 美（教育長） 

        ２番  岩 田 圭 子 

        ３番  藤 宮 志津子 

        ４番  新 藤 久 典 

        ５番  内 野 裕 子 

４．欠 席 委 員 なし 

５．説 明 職 員 

学校教育部長 田 村 美 砂  社会教育部長 小 俣   学 

学 校 教 育 部 

参 事 兼 

教育指導課長 

佐 藤 洋 士  

建 築 課 長 兼 

教育施設担当 

副 参 事 

中 橋   健 

社会教育課長 高 田 匡 章  中央公民館長 佐 伯 芳 幸 

中央図書館長 當 摩   弘    

６．書 記 

庶 務 係 長 一ツ木 正 美    
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○議事日程 

第１ 会議録署名委員の指名 

第２ 教育長諸務報告 

第３ 第 ５号報告 事務の臨時代理の承認について 

第４ 第 ６号報告 事務の臨時代理の承認について 

第５ 第 ７号報告 事務の臨時代理の承認について 

第６ 第 ８号報告 事務の臨時代理の承認について 

第７ 第 ９号報告 事務の臨時代理の承認について 

第８ 第１０号報告 事務の臨時代理の承認について 

第９ 第２９号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について 

第10 第３０号議案 令和２年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助金 

          の交付に伴う諮問について 

第11 第３１号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の任命について 

第12 第３２号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

第13 第３３号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命について 

第14 その他報告事項 （１）新型コロナウイルス感染症対策に伴う教育委員会の 

              対応について 

           （２）『東大和市立学校の適正規模及び適正配置等の方針 

              (案)及び東大和市立小・中学校再編計画(案)』に対 

              するパブリックコメントの結果について 

           （３）東大和市学校施設長寿命化計画（案）について 

           （４）令和３年度使用教科書採択について 

           （５）『子どもの安全・安心を支える社会教育』（社会教 

              育委員会議提言）について 
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午後 ２時００分開会 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎開会の辞 

○真如教育長 令和２年第４回東大和市教育委員会定例会を開催いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○真如教育長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、内野委員にお願いいたします。 

○内野委員 はい。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第２ 教育長諸務報告 

○真如教育長 日程第２、教育長諸務報告を行います。 

  進行の都合上によりまして、説明はお手元の報告資料によって代えさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第３ 第５号報告 事務の臨時代理の承認について 

◎日程第４ 第６号報告 事務の臨時代理の承認について 

○真如教育長 続いて、日程第３、第５号報告 事務の臨時代理の承認について、

日程第４、第６号報告 事務の臨時代理の承認について、以上２件は関連があり

ますので一括して議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  学校教育部参事。 

○佐藤学校教育部参事兼教育指導課長 ただいま議題となりました第５号報告及び

第６号報告 事務の臨時代理の承認についてにつきましては、関連がありますの

で、一括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  第５号報告及び第６号報告とも、東大和市いじめ問題対策連絡協議会委員の交

代に伴うものであります。 

  内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  委員の退職及び人事異動により、委員の解任及び任命をするものであります。

この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する

規則第３条第１項の規定に基づき、解任につきましては、令和２年３月31日付で、
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任命につきましては、令和２年４月１日付で事務の臨時代理を行いましたので、

同項、第２項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするものであります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第３、第５号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第５号報告 事務の臨時代理の承認について、

本件を承認と決します。 

  引き続き、お諮りいたします。 

  日程第４、第６号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第６号報告 事務の臨時代理の承認について、

本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第５ 第７号報告 事務の臨時代理の承認について 

◎日程第６ 第８号報告 事務の臨時代理の承認について 

○真如教育長 日程第５、第７号報告 事務の臨時代理の承認について、日程第６、

第８号報告 事務の臨時代理の承認について、以上２件は関連がありますので一

括して議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  学校教育部参事。 

○佐藤学校教育部参事兼教育指導課長 ただいま議題となりました第７号報告及び

第８号報告 事務の臨時代理の承認についてにつきましては、関連がありますの

で、一括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  第７号報告及び第８号報告とも、東大和市学校運営協議会委員の交代に伴うも
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のであります。 

  内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  東大和市立第七小学校、第九小学校、第五中学校の副校長の退職及び人事異動

により、委員の解任及び任命をするものであります。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、解任につきましては、令和２年３月31日付

及び４月１日付で、任命につきましては、令和２年４月１日付で事務の臨時代理

を行いましたので、同条第２項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするもの

であります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第５、第７号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第７号報告 事務の臨時代理の承認について、

本件を承認と決します。 

  引き続き、お諮りいたします。 

  日程第６、第８号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第８号報告 事務の臨時代理の承認について、

本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第７ 第９号報告 事務の臨時代理の承認について 

○真如教育長 日程第７、第９号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を議

題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 
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  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ただいま議題となりました第９号報告 事務の臨時代理の承

認についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  東大和市立公民館運営審議会委員を構成します選出区分のうち、学校教育及び

社会教育の関係者として、東大和市立小・中学校長会から選出されておりました

小野隆一氏が、一身上の都合により、令和２年３月31日付で、東大和市立公民館

運営審議会委員を辞任したい旨の届出が提出されました。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、令和２年３月31日付で解嘱の事務の臨時代

理を行いましたので、同条第２項の規定に基づきましてご報告し、ご承認をお願

いするものであります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第７、第９号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第９号報告 事務の臨時代理の承認について、

本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第８ 第１０号報告 事務の臨時代理の承認について 

○真如教育長 日程第８、第10号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を議

題に供します。 

  議題の説明をお願いいたします。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ただいま議題となりました第10号報告 事務の臨時代理の承

認についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  東大和市立図書館協議会委員を構成します選出区分のうち、学校教育及び社会
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教育の関係者として、東大和市立小・中学校長会から選出されておりました井上

敬夫氏が、一身上の都合により、令和２年３月31日付で、東大和市立図書館協議

会委員を辞任したい旨の届出が提出されました。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、令和２年３月31日付で、解嘱の事務の臨時

代理を行いましたので、同条第２項の規定に基づきましてご報告し、ご承認をお

願いするものであります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第８、第10号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第10号報告 事務の臨時代理の承認について、

本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第９ 第２９号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について 

○真如教育長 日程第９、第29号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について、本

件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ただいま議題となりました第29号議案 東大和市社会教育委

員の委嘱についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、現委員が本年４月30日をもって任期満了となりますことから、社会教

育法第15条及び東大和市社会教育委員の設置等に関する条例第２条の規定に基づ

き、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並

びに学識経験のある者の区分に応じ、新たに任命するものであります。 

  ご提案いたしました委員につきましては、お手元の議案書の記載のとおり９人
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の方で、そのうち７人は再任、２人が新任となっております。 

  任期につきましては、令和２年５月１日から令和４年３月30日までの２年間で

ございます。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

  岩田委員。 

○岩田委員 ただいま任期について３月31日っておっしゃいましたけれども、こち

らには４月30日と書いてありますけれども。 

○小俣社会教育部長 任期ですか。 

○真如教育長 社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ４月30日と言ったのですか。 

○岩田委員 ３月とおっしゃいました。 

○小俣社会教育部長 すみません、任期につきましては、令和２年５月１日から令

和４年４月30日までの２年間でございます。 

  以上、訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。 

○真如教育長 ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第９、第29号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について、本件を承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第29号議案 東大和市社会教育委員の委嘱につ

いて、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１０ 第３０号議案 令和２年度東大和市社会教育関係団体 

              連合体に対する補助金の交付に伴う諮 
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              問について 

○真如教育長 日程第10、第30号議案 令和２年度東大和市社会教育関係団体連合

体に対する補助金の交付に伴う諮問について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ただいま議題となりました第30号議案 令和２年度東大和市

社会教育関係団体連合体に対する補助金の交付に伴う諮問についてにつきまして、

提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  まず、議案の資料に訂正がございました。議案についております最後の資料で、

Ａ３のものですけれども、こちらにつきまして内容の訂正がありましたので、今

日お配りしました資料の令和２年度社会教育関係団体連合体補助金申請一覧表の

差し替えをさせていただきたいと思います。 

  お手数おかけしてしまい、おわび申し上げます。 

  本件は、市が社会教育関係団体に補助金を交付しようとする場合に、社会教育

法第13条の規定に基づきまして、あらかじめ教育委員会が、社会教育委員の会議

の意見を聴いて行わなければならないとされております。このことから、令和２

年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助金の交付に伴い、東大和市教

育委員会から東大和市社会教育委員会議へ諮問するために、ご提案申し上げるも

のであります。 

  なお、本年度の補助申請額につきましては380万400円となっております。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 ＰＴＡの連合協議会の加盟者数が5,500人とありますが、生徒は大体

6,500人ぐらいいましたよね。1,000人ぐらいの親御さんが入っていないというこ

とですか。 

○岩田委員 確定数なので、兄弟で入っていれば、親が１人という関係です。 

○藤宮委員 1,000人は兄弟がいるということで、延べではないですね。失礼いた

しました。 

○真如教育長 社会教育課長。 
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○高田社会教育課長 資料の一覧表のＰＴＡ連合協議会の令和２年度の加盟者数と

いうことでよろしいでしょうか。 

○藤宮委員 そうです。 

○高田社会教育課長 こちらにつきましては、保護者の数で、生徒数とは相違が出

ております。この人数につきましては、各団体から提出をいただいております交

付申請書に書かれた数字になっております。 

  以上でございます。 

○真如教育長 ほかにございませんか。 

  それでは、説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

  新藤委員。 

○新藤委員 今、コロナ対策等で活動そのものが見合せになっていて、各団体等か

らも、幾つか私どものところにも総会、定期総会が中止という連絡が来てます。

原則論からすると、総会を開いて、議決を行なわない限り活動がスタートできな

いということになるわけですけれども、それに対する補助金は、満額支給できる

のかどうか。どこかで早めに終息して、活動が再開できれば、何も問題ないと思

うのですけれども、この状況が長引いた場合は、何か想定されることがあるので

しょうか。 

  あくまでも、この状況があってもなくても申請があれば、市として満額払うも

のだという規定になっていれば、それで良いと思います。そのほうが団体として

はありがたいだろうと思います。場合によっては執行できなかったという可能性

も出て、翌年度に繰り越しといった相互が起こっていく可能性もあるので、その

辺のことについての見通しというのでしょうか、難しいとは思いますけれども、

何か考えがあれば、お願いいたします。 

○真如教育長 社会教育課長。 

○高田社会教育課長 今ご質問をいただきましたＰＴＡ連合会の総会からですけれ

ども、当初、中央公民館のホールをお借りして、５月に実施する予定でおりまし

たけれども、開催が難しいということで、書面決議で行う情報をいただいており

ます。 

  それに伴いまして、なかなか終息の見込みが立たない中でありますけれども、

今入っている情報によりますと、年間事業計画を立てた上で、再開できるところ



－１１－ 

から事業を行いたいと聞いております。補助金につきましては、事業計画に基づ

いて申請をいただくものであります。そして、執行できなかった場合には、当然

にして使わなかった予算ということで、年度末にお戻しをしていただくことにな

ります。 

  会計年度につきましては、年度ごとに独立しておりますので、令和２年度に使

わなかったからといって、令和３年度に持ち越しはございません。あくまでも単

年度で精算するものであります。 

  以上でございます。 

○真如教育長 ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第10、第30号議案 令和２年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する

補助金の交付に伴う諮問について、本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第30号議案 令和２年度東大和市社会教育関係

団体連合体に対する補助金の交付に伴う諮問について、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１１ 第３１号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の任 

              命について 

○真如教育長 日程第11、第31号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の任命に

ついて、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ただいま議題となりました第31号議案 東大和市立郷土博物

館協議会委員の任命についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し

上げます。 

  本件は、現委員が本年４月30日をもって任期満了となりますことから、東大和

市立郷土博物館条例第８条第４項の規定に基づき、学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の区分に応

じ、新たに任命するものであります。 
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  ご提案いたしました委員につきましては、お手元の議案書の記載のとおり８人

の方で、そのうち６人は再任、２人が新任となっております。 

  任期につきましては、令和２年５月１日から令和４年４月30日までの２年間で

ございます。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第11、第31号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の任命について、本

件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第31号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員

の任命について、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１２ 第３２号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の委

嘱について 

○真如教育長 日程第12、第32号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ただいま議題となりました第32号議案 東大和市立公民館運

営審議会委員の委嘱についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し

上げます。 

  東大和市立公民館運営審議会委員のうち、１人が令和２年３月31日付で辞任さ

れたことを受け、新たな委員の委嘱につきましてご提案するものであります。 

  内容について、ご説明申し上げます。 

  東大和市立公民館運営審議会委員を構成します選出区分のうち、学校教育及び

社会教育の関係者として、東大和市立小・中学校長会から選出されておりました

小野隆一氏が、令和２年３月31日付で辞任されました。 
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  これを受け、後任として、東大和市立小・中学校長会から選出されました雨宮

敏彦氏を委員に委嘱するものであります。 

  なお、雨宮敏彦氏の任期につきましては、前委員の残任期間であります令和３

年５月31日までとなります。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第12、第32号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の委嘱について、本

件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 ご異議なしと認め、第32号議案 東大和市立公民館運営審議会委員

の委嘱について、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１３ 第３３号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命に

ついて 

○真如教育長 日程第13、第33号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命につい

て、本件を議題に供します。 

  議題の説明をお願いいたします。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 ただいま議題となりました第33号議案 東大和市立図書館協

議会委員の任命についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げ

ます。 

  本件は、現委員が令和２年４月30日をもちまして任期満了となりますことから、

東大和市立図書館協議会条例第３条の規定により、学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の区分に応

じまして、新たに任命するものであります。 

  ご提案いたしました委員につきましては、お手元の議案書に記載のとおり10人

の方で、そのうち再任が７人、新任が３人となっております。 
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  任期につきましては、令和２年５月１日から令和４年４月30日までの２年間で

ございます。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○真如教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  日程第13、第33号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命について、本件を

承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○真如教育長 異議なしと認め、第33号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命

について、本件を承認と決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１４ その他報告事項 

○真如教育長 日程第14、その他報告事項を行います。 

  報告事項１、新型コロナウイルス感染症対策に伴う教育委員会の対応について、

本件の報告をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○田村学校教育部長 まず、私から先に説明をさせていただきます。 

  新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育部の対応について、これまでの

内容につきましてご報告をさせていただきます。 

  令和２年第２回の定例会におきましては、これまでの学校教育部の対応につい

て、一度ご報告をさせていただいております。また、４月２日には臨時の教育委

員会定例会を開催し、新学期の学校の対応についてご協議をいただいているとこ

ろでございます。 

  その後の経過につきまして、ご報告をさせていただきます。 

  ４月２日の今申し上げました臨時の教育委員会定例会におきましては、４月１

日の東京都教育委員会から発出された新年度における公立学校の休業の措置等に

ついての通知に基づきまして、４月７日及び８日から５月６日までの間を臨時休

業とし、学年ごとに週１回、登校日を設ける対応としたところでございます。 
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  その後、４月６日付で、東京都教育委員会より、新型コロナウイルス感染症対

策における緊急事態宣言の検討に伴う対応についての通知がありまして、国にお

いて緊急事態宣言の発出が検討されていることから、都立学校の対応を踏まえて

区市町村も対応するようにといった依頼がございました。 

  そのことを受けまして、４月７日には、４月２日に開催した臨時会の内容から

の変更について、教育委員の皆さま方には、電話及びファクス等において、説明

等、行わせていただきまして、ご了承をいただいたものでございます。そのとき

の変更点といたしましては、週１回の登校日をなしといたしまして、それに伴い

学校給食の提供もしないという内容でございました。 

  その後、４月６日には、小学校の入学式及び始業式、また中学校の始業式を実

施いたしました。また、７日には中学校の入学式も実施をいたしました。いずれ

も新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しながら、執り行ったものでござ

います。 

  ４月８日からは、３月の臨時休業時と同様に、保護者の都合により、どうして

も自宅等で過ごすことが困難な児童の居場所の確保として、平日、午前８時30分

から午後３時まで、各小学校で居場所事業として対応をしております。 

  ４月15日からは、市内の学童保育所、それからランドセル来館事業の開所時間

が午後１時からに短縮をされたことに伴いまして、代わりの対応として、この居

場所確保事業に学童保育所とランドセル来館事業の利用の児童を受け入れること

となってございます。学校では、そのお子さん方を教員のほか、児童館の職員な

どが見守ることで、対応に当たっているところでございます。 

  それから、今日、皆さまにお配りをいたしましたが、昨日の夜に東京都教育委

員会からメールが送信されまして、都立学校において５月７日、８日の児童・生

徒の登校をさせないとして対応する通知が来たところでございます。 

  理由としては、通知の中にもありますが、５月７日は大型連休の翌日であり、

５月７日以降の学校の対応について、事前に学校や保護者等に十分な周知を行う

ことが難しいことが理由ということで挙げられておりました。 

  区市町村におきましても、状況を踏まえて対応いただきたい旨の通知がありま

したので、東大和市におきましても同様に対応することで、事務を進めさせてい

ただきたいと思います。 

  何分、今朝、知った事案でございますので、皆さまに事前にお知らせすること
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なく、このように進めさせていただきましたことは、お詫び申し上げたいと思い

ますが、何分、緊急の対応ということで、ご了承いただければと思います。 

  今後の学校再開に向けての準備につきましては、今は11日からということにな

るかと思うので、その再開に向けて準備を進めているところでありますが、今後

の感染状況によっては変更の可能性も十分考えられます。政府は緊急事態宣言の

解除や期間延長の判断について、感染状況の推移などを見極めながら、慎重に判

断することとするとして、緊急事態宣言のその数日前にはということで、今ご発

言があるようですけれども、今そのような状況にあります。 

  そのため、教育委員の皆さまには、ゴールデンウイーク期間中にはなりまして、

大変申し訳ないのですけれども、その対応について書面などでご連絡をさせてい

ただくようなこともあるかと思いますので、申し訳ありませんが、こちらから何

かお送りさせていただいたり、ご連絡させていただいたりということがあるかと

思いますので、どうぞご了承いただければと思います。 

  今後も引き続き、よろしくお願いいたします。 

  簡単ではございますが、以上でございます。 

○真如教育長 社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 続きまして、社会教育部におけます対応について、ご説明を

させていただきます。 

  初めに、市が行う各種イベントについてでありますが、現在、市が主催する事

業のうち、不特定多数の者が参加するイベントなどにつきましては、５月10日、

日曜日まで中止することが決定しているところであります。 

  そして、公共施設の休館状況についてでありますけれども、社会教育部が所管

しております施設につきましては、先月、３月27日に開催しました第３回東大和

市教育委員会において、ロンドみんなの体育館、郷土博物館、公民館、図書館及

び移動図書館みずうみ号につきまして、４月12日まで休館させていただく旨のご

報告を、先月の教育委員会でご報告させていただいているところでございます。 

  その後ですけれども、４月７日に国が緊急事態宣言を発令されましたので、現

在はただいま申し上げました屋内の公共施設に加え、屋外施設であります東大和

市ロンド桜が丘フィールド、それから東大和市ロンド上仲原野球場、東大和市ロ

ンドテニススクエア、ゲートボール場につきまして、５月10日まで延長して閉鎖

をしている状況であります。 
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  なお、今回、ご報告させていただきましたイベントの中止と施設の休館の情報

につきましては、その都度、公式ホームページやフェイスブック、ツイッターな

どで市民の皆さまに周知を行ってきているところであります。 

  今後ですけれども、５月10日までということになっていますが、その後につき

ましても検討しているところであります。市民の皆さまからの問合せも来ており

ます。厳しい状況が続いておりますので、今後も検討していきますけれども、変

更などありましたら教育委員の皆さまには、速やかにご報告させていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  簡単ですが、以上です。ありがとうございました。 

○真如教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

  新藤委員。 

○新藤委員 今の対応、状況から見て当然のことだと思います。ただ、気になって

いるのは、各家庭や子どもへの周知の問題ですけれども、メールなどいろいろや

り方はあるのでしょうけれども、私が知る限り、自分自身の経験からすると、学

校だよりなどで通知を出しても、３分の１ぐらいは、親に渡らなかったため、十

分、伝わってなかったという現実があるので、６日までが８日まで延びるといっ

たことが速やかに、全ての家庭等に学校から周知ができるものなのかやはり一番

気になっているところなので、各学校が、きちっとした学校の状況に応じて混乱

が起きないよう、十分な対応をしていただくことを、お願いしておきたいと思っ

ています。 

  以上です。 

○真如教育長 何かお答えありませんか。 

  学校教育部長。 

○田村学校教育部長 各ご家庭への周知ですけれども、学校からのマチコミメール

で、それぞれのご家庭の携帯などにメールを送ります。やはり登録されてないご

家庭もあるようですので、電話連絡などをさせていただいて、あと学校のホーム

ページにも載せていただくという対応をさせていただいているところです。 

○真如教育長 ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 それでは、質疑を終了いたします。 
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  報告事項２、『東大和市立学校の適正規模及び適正配置等の方針（案）及び東

大和市立小・中学校再編計画（案）』に対するパブリックコメントの結果につい

て、本件の報告をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○田村学校教育部長 皆さまのお手元の資料では、その他報告（２）のＡ４、横版

の資料となります。こちら、東大和市立学校の適正規模及び適正配置等の方針

（案）、それから東大和市立小・中学校再編計画（案）の作成に当たりましては、

これまでもご審議等いただきまして、ありがとうございます。 

  ３月１日から３月31日まで、こちらの方針（案）、それから再編計画（案）に

つきましては、パブリックコメントを実施いたしました。その結果につきまして、

ご意見をいただいたものと、それから市の考え方をまとめたものが、お手元の資

料でございます。 

  教育委員の皆さまには、今後、５月８日に開催を予定しております教育委員会

懇談会におきまして、この市の考え方（案）の内容について、また再度、ご意見

を賜りたいと考えておりますので、もし何かございましたら次回の懇談会のとき

に、ご意見等いただければと思っております。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○真如教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 質疑を終了いたします。 

  報告事項（３）東大和市学校施設長寿命化計画（案）について、本件の報告を

お願いいたします。 

  建築課長。 

○中橋建築課長兼教育施設担当副参事 説明につきましては、恐れ入りますが、事

前に配付いたしました説明の資料に代えさせていただきたいと思います。資料に

つきましては、Ａ３の３枚、ホッチキス止めの資料でございます。ページでいき

ますと、５ページまでございます。左上に東大和市の学校施設長寿命化計画（案）

説明、教育委員会定例会、その他報告、令和２年４月24日、金曜日と書かせてい

ただいております。先ほど机上に置いたものなので、ひもでとじてはいないもの
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でございます。 

  なお、次回の５月の懇談会において、ご意見等を伺いたいと思いますので、お

目通しいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○真如教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  報告事項４、令和３年度使用教科書採択について、本件の報告をお願いいたし

ます。 

  学校教育部参事。 

○佐藤学校教育部参事兼教育指導課長 令和３年度の使用教科書の採択についてで

あります。 

  本年度は、新しい学習指導要領の実施に伴い、令和３年度から使用する中学校

の教科書採択を行っていただくこととなります。また、特別支援学級における教

科用図書の採択替えも、例年どおり行わせていただきたいと思います。このこと

で、東大和市立小・中学校使用教科用図書採択要綱に基づきまして、東大和市立

中学校教科用図書採択事務要領及び小・中学校特別支援学級用教科用図書採択事

務要領を制定いたしました。 

  本要領に基づき、教科書採択資料作成会議委員及び調査部会員の推薦を、各校

長、会長へ依頼し、教科書採択事務を現在進めているところであります。今後、

５月19日、火曜日に第１回の資料作成会議を行い、小・中学校長、中学校副校長

11人と市民を代表して保護者２人に、委員の委嘱を行う予定となっております。 

  また、教科書調査部会も開いてまいります。各中学校教科書調査部会の構成に

つきましては、管理職、教員、合わせて６人、保護者１人の計７人を教科ごとに

選出をする予定でございます。 

  小学校及び中学校特別支援学級部会の構成につきましては、管理職、教員合わ

せて４人、市民を代表して保護者２人の計６人となります。このような形の部会

構成で、委員の委嘱を行っていく予定であります。 

  教育委員の皆様におかれましては、本年度も教科書採択に向けてご準備等があ

りますが、引き続きよろしくお願い申し上げます。 
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  以上で報告を終わります。 

○真如教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

  新藤委員。 

○新藤委員 これは東京都にも関わりますけれども、東京都独自に審議会を設けて

調査研究をして、その結果を区市町村の教育委員会に提供するということを、こ

れまで取ってきておりますけれども、現在こういう状況のなか３密を避けながら

の審議会等、委員を一堂に集めること自体がかなり困難な状況だと思われます。

教科書については、各委員にワンセットずつ渡すことが難しいので、我々教育委

員も、順番に２週間ぐらいずつ交代で回していただいている状況ですから、数も

十分提供されていない。そういった中で、調査研究が、新しい学習指導要領にな

り、かなり内容が変わってくる可能性が高いと思っています。まだ具体的には見

ていません。 

  この日程でうまくいくのかどうかということ。確かに法律上は、８月中に決定

して、都の教育委員会を通じて報告することになっています。日程等のことにつ

いても、東大和市だけではなくて全ての区市町村に関わる部分なので、東京都が

どのように考えているのか、気にはなるところですけれども、何か新しい情報を

冷静に待つしかないと思いますけれども、何かそういった情報があれば聞かせて

いただければと思います。 

○真如教育長 学校教育部参事。 

○佐藤学校教育部参事兼教育指導課長 現在、東京都から、この日程も含めた内容

についての新たな情報というのは、今のところは届いていないという状況でござ

います。 

  それから、前段に委員からお話のあった各会議の設定の仕方についても、私ど

もも大変危惧をしております。例えば教科書の各調査部会、こちらについてはも

うそれぞれの委員の方に、学校の中で独自調査をしていただき、その資料を作成

会議に、メールなどで書面提出をしていただく必要が出てくると思っております。 

  資料作成会議につきましても、こちらも各代表者と書面等での調整をしていた

だきながら、最終的な資料を作っていただくことに、やはりならざるを得ないと

いうことで現在調整中であります。ただ、いずれも保護者の方が入っていらっし

ゃいますので、こちらの保護者の方について、そのメールも含めた個人的なやり
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取り先を収集できるかというのは、またこれも改めての調整が必要になるかと思

っているところですが、いずれにしても新型コロナウイルス感染症の対策に、や

はりこちらの会議も十分、留意をしながら進めていくように、会議の持ち方を考

えてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○真如教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  報告事項（５）『子どもの安全・安心を支える社会教育』（社会教育委員会議

提言）について、本件の報告をお願いいたします。 

  社会教育課長。 

○高田社会教育課長 それでは、私から、その他報告事項（５）の『子どもの安

全・安心を支える社会教育』の提言につきまして、ご説明をさせていただきます。 

  本日、議案の後ろでありますけれども、アマリリス色の冊子の配付をさせてい

ただきました。 

  この提言でありますけれども、社会教育委員の任期に合わせて、おおむね２年

に１回、社会教育委員会議が提言としてまとめているものであります。 

  今回のテーマは、主題でありますけれども、「子どもの安全・安心を支える社

会教育」であります。 

  時間の関係上、内容の説明については省略をさせていただきますので、後ほど

ご覧いただきたいと思います。 

  説明は以上となります。 

○真如教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑あれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○真如教育長 これで、その他報告事項を終了いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

○真如教育長 ここで１件、訂正があります。 

  社会教育部長。 

○小俣社会教育部長 先ほどご承認をいただきました第33号議案 東大和市立図書

館協議会委員の任命について、資料として第19期の東大和市立図書館協議会委員

任命予定者という一覧表がついてございます。 

  こちらの表の内容ですけれども、学校教育及び社会教育の関係者で、ご提案申
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し上げた川崎美也子氏、新任ですけれども、この方、選出の母体が東大和音訳グ

ループというグループから出てきていただいておりますので、選出の区分が１つ

下の家庭教育の向上に資する活動を行う者の区分に入ります。具体的には、上田

みどり氏の下のところに、川崎美也子氏が新任で、備考には東大和音訳グループ

ということで入ります。 

  こちらについては、後日になりますが、正しく修正をいたしました資料を皆さ

まにご配付をさせていただきますので、よろしくお願いします。訂正申し訳あり

ませんでした。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○真如教育長 ほかに何かございませんか。 

（発言する者なし） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎閉会の辞 

○真如教育長 ないようですので、以上をもちまして、本日予定しておりました議

事日程は全て終了いたしました。 

  これをもって令和２年第４回東大和市教育委員会定例会を閉会といたします。 

午後 ２時５０分閉会 
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